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初
期
の
習
禅
者
達

　二

ー

大
禅
定
与
の
習
禅
者

沖

本

克

己

醐

初
期
禅
宗
は
従
来
、
達
摩
の
面
壁
伝
説
や
慧
可
の
嗣
法
、
北
周
廃
仏
に
於
け
る
故
事
、
さ
ら
に
は
僧
燦
の
虚
構
な
ど
に
見
ら
れ
る
ご
と

く
、
山
岳
仏
教
の
性
格
を
濃
厚
に
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ

っ
た
。
た
し
か
に
シ
ナ
仏
教
そ
の
も
の
に
は
当
初
か
ら
、

一
方
で
山

居
隠
棲
思
想
が
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
シ
ナ
文
化
そ
の
も
の
の
特
色
と
軌
を

一
に
し
、
そ
の
中
で
シ
ナ
独
自
の
仏
教
形
態
が
醸
成
さ
れ
て
い

っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
強
固
な
国
家
管
理
の
下
に
、
都
市
に
展
開
し
た
仏
教
の
諸
型
態
も
見
逃
す
こ
と
は
出
来
ず
、
む
し
ろ
歴

史
的
に
は
常
に
都
市
仏
教
が
主
流
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
禅
宗
史
に
つ
い
て
も
あ
て
は
め
る
こ
と
が
出
来
、
敷
街
し
て
云
え
ば

シ
ナ
仏
教
史
が
都
市
仏
教
と
山
岳
仏
教
の
交
番
の
歴
史
で
あ
る
如
く
、
禅
宗
史
も
ま
た
都
市
仏
教
と
山
岳
仏
教
分
交
番
の
暦
史
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
特
に
最
初
期

の
禅
宗
史
は
都
市
型
仏
教
で
あ
り
、
正
確
に
は
禅
宗
の
自
覚
を
と
も
な
わ
な
い
、
い
わ
ば
禅
宗
成
立

前
史
の
範
疇
に
入
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
以
上
の
如
き
作
業
仮
説
の
下
に
、
先
に
発
表
し
た
試
論
と
関
り
つ
つ
、
初
期
禅
宗
史
を
再
認
識
せ
ん
と
す
る
試
み
の

一
部

で
あ

る
ゆ

・

.

,

'
.

、



二

 

『魏
書
』
釈
老
志
に
は
次
の
様
に
い
う
。

世
宗
篤
好
仏
理
、
毎
年
常
於
禁
中
、
親
講
経
論
、
広
集
名
僧
、
標
明
義
旨
、
沙
門
条
録
、

延
昌
中
、
天
下
州
郡
僧
尼
寺
、
積
有

一
万
三
千
七
百
二
十
七
所
、
徒
侶
途
衆
。

為
内
起
居
焉
。
上
既
崇
之
、
下
弥
企
尚
、
至

こ
こ
に
世
宗
と
は
宣
武
帝

(四
九
九
即
位
)
を
指
す
。
太
和
八
年

(四
九
四
)
の
洛
陽
遷
都
後
、
北
魏
仏
教
は
空
前

の
繁
栄
を
示
し
た
。

そ
の
大
き
な
特
徴
の

一
つ
は
多
数
の
渡
来
僧

に
よ
る
新
た
な
典
籍
の
伝
訳
と
彼
ら
の
も
た
ら
し
た
具
体
的
実
践
方
法
の
導
入
で
あ
る
。

『洛
陽
伽
藍
記
』
は
当
時
の
渡
来
僧
に
つ
い
て
次
の
様
な
描
写
を
残
す
。

異
国
沙
門
、
威
来
輻
棲
、
負
錫
持
経
、
適
菰
楽
土
、

草
、
駐
聞
楷
硬
、
百
国
沙
門
三
千
余
人
。

世
宗
故
立
此
寺
以
憩
、
房
鷹
連
互

一
千
余
間
、
庭
列
脩
竹
、
籐
払
高
松
、
奇
花
異
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こ
の
盛
況
は
、
塞
外
民
族

で
あ
る
鮮
卑
族
拓
駿
氏
の
調
和
政
策
、
特
に
そ
の
中
で
も
大
き
な
比
重
を
占
め
る
崇
仏
策
に
よ
る
も
の
で
あ

る
が
、
他
方
、
何
奴
の
侵
入
に
よ
る
イ
ン
ド
グ
プ
タ
王
朝
の
崩
壊
と
連
動
す
る
歴
史
現
象
で
も
あ
る
。

の
ち
に
シ
ナ
禅
宗
の
初
祖
に
擬
せ
ら
れ
る
菩
提
達
摩

(i
五
三
五
?
)
も
中
原
の
民
族
大
移
動
の
影
響
で
シ
ナ
に
流

入
し
た
渡
来
僧
群

像

の
中
に
位
置
し
、
北
魏
帝
室
の
庇
護
の
下
に
洛
陽
に
展
開
し
た
都
市
型
仏
教
の
構
図
の
中
で
理
解
さ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
洛
陽
の
繁
栄
は
永
煕
の
動
乱

(五
三
四
)
に
よ

っ
て
灰
爆
に
帰
し
、
そ
の
こ
と
は

『
伽
藍
記
』
に
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
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る
。萱

永
煕
多
難
、
皇
輿
遷
郵
、
諸
寺
僧
尼
亦
与
時
徒
、
至
武
定
五
年
歳
在
丁
卯
、
余
因
行
役
重
覧
溶
陽
。

　

灰
侭
、
廟
塔
丘
嘘
、
緒
被
菖
支
、
巷
羅
荊
棘
、
野
獣
穴
於
荒
階
、
山
鳥
巣
於
庭
樹
。

城
郭
崩
毅
、
宮
室
傾
覆
、
寺
観

禅
宗
二
祖
と
さ
れ
る
慧
可
は
、

『続
高
僧
伝
』
に
よ
れ
ば
、
達
摩

の
晩
年
に
洛
陽
で
四
～
六
年
間
師
事
㌔

師

の
没
後

相
州
を
経
て

天
平

(五
三
四
～
五
三
七
)
の
初
め
に
東
魏
の
郵
都
に
移
り
、
の
ち
に
北
周
の
廃
仏

(五
七
四
～
五
七
八
)
に
会

っ
た
と
さ
れ
恥

こ
れ

に
よ
る
限
り
、
慧
可
は
北
魏
か
ら
東
魏

へ
の
動
乱
期
に
お
け
る
孝
静
帝
の
遷
都
の
動
き
に
完
全
に
対
応
し
て
お
似
、
従

っ
て
そ
の
仏
教
も

ま
た
都
市
型
仏
教
で
あ

っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

北
周
の
あ
と
を
受
け
た
晴
は
、

『
弁
正
論
』
に
、

開
皇
三
年
詔
日
、
朕
欽
崇
聖
教
、
念
存
神
宇
、
其
周
朝
所
廃
之
寺
、

　

安
置
伽
藍
。
於
是
合
京
城
内
、
無
間
寛
狭
、
有
僧
行
処
皆
許
立
事
。

威
可
修
復
。
京
兆
太
守
蘇
威
奉
勅
、
於
京
城
之
内
、
選
形
勝
之
地
、

と
あ
る
如
く
、
仏
教
再
興
政
策
を
と
り
、
そ
の
盛
況
は
次
の
如
く
に
記
さ
れ
て
い
る
。

自
開
皇
之
初
、
終
於
仁
寿
之
末
、
所
度
僧
尼
二
十
三
万
人
、
海
内
諸
寺
三
千
七
百
九
十
二
所
、
凡
写
経
論
四
十

六
蔵
、

一
十
三
万
二
千

八
十
六
巻
、
修
治
故
経
三
千
八
百
五
十
三
部
、
造
金
銅
檀
香
爽
綜
牙
石
像
等
、
大
小

一
十
万
六
千
五
百
八
十
躯
、
修
治
故
像

一
百
五
十

万
八
千
九
百
四
十
許
躯
、
宮
内
常
造
刺
繍
織
成
像
及
画
像
、
五
色
珠
旛
五
彩
画
旛
等
不
可
称
計
、
二
十
四
年
営
造
功
徳
、
弘
羊
莫
能
紀
、

　

隷
首
無
以
知
。



翰

晴
朝
の
仏
教
偏
重
は
顕
著
な
も

の
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
シ
ナ
仏
教
史
を
貫
通
す
る
国
家
仏
教
と
し
て
の
性
格
に
添
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
意
図
と
は
別
に
、
そ
の
政
策
は
、
北
周
の
廃
仏
に
よ

っ
て
潜
流
と
化
し
、
潜
流
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
却

っ
て
純
化
し
、

蓄
積
さ
れ
た
仏
教
的

エ
ネ
ル
ギ
:
を
開
放
す
る
機
能
を
果
し
た
。
そ
し
て
ま
た
南
北
朝
の
統

一
は
、
南
地
の
観
念
的
な
教
学
仏
教
と
、
北

地

の
渡
来
僧

の
主
導
に
よ
る
実
践
仏
教
を
止
揚
し
て
、
シ
ナ
的
仏
教
の
成
立
を
促
進
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
晴
代
に
お
け
る
渡
来
僧
の
激

ω
減
に
も
対
応
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
国
家
仏
教
は
必
然
的
に
都
市
仏
教
の
様
相
を
呈
す
る
が
、
そ
の
中
心
と
な
る
の
が
仏
教
都
市
長
安
で
あ

わ

か

のい

に

り
、
大
業
末
年
の
洛
陽
の
荒
廃
に
よ

っ
て
そ
の
こ
と
は

一
層
加
速
さ
れ
た
。

紛

こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
そ
の
中
心
的
役
割
を
果
し
た
の
が
曇
遷

(
五
四
二
～
六
〇
七
)
で
あ
り
、
本
稿
は
、
階
文
帝
の
仁

寿

三

年

(六
〇
三
)
の
勅
に
、

自
稠
師
滅
後
、
禅
門
不
開
、
難
戒
慧
乃
弘
、

㈲

二
侍
者
、
並
委
遷
禅
師
捜
揚
。

而
行
犠
依
閾
、
今
所
立
寺
既
名
禅
定
、
望
嗣
前
塵
、
宣
於
海
内
召
名
徳
禅
師
百
二
十
人
各
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と
あ
る
点
を
と
ら
え
、
都
市
仏
教
の
典
型
の

一
つ
を
示
す
場
と
し
て
の
大
禅
定
寺
に
お
け
る
様
々
な
実
践
家
の
動
向
を
概
観
せ
ん
と
す

る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
初
期
禅
宗
史
を
都
市
型
仏
教
の
範
躊
で
と
ら
え
な
お
す
立
場
か
ら
、
当
時
の
長
安
に
お
け
る
実
践
家
や
そ

の
思
想
の
諸
相
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

三

 

大
禅
定
寺
の
創
建
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
大
別
し
て
二
種
に
分
れ
る
。
即
ち

一
つ
は
皇
后
独
孤
氏
の
崩
御
を
追
慕
し
て
建
て
ら

れ
た
と
す
る
説
で
あ
り
、
今

一
つ
は
文
帝
の
崩
御
の
後
に
建
て
ら
れ
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
曇
遷
伝
に
は
、
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及
献
后
云
崩
、
於
京
邑
西
南
置
禅
定
寺
、

㈹

盛
、
莫
有
高
者
ゆ

架
塔
七
層
、
骸
臨
雲
際
、
殿
堂
高
疎
、
房
宇
重
深
、
周
間
等
宮
閾
、
林
圃
如
天
苑
、
挙
国
崇

㈲

と
あ
り
、
皇
后
独
孤
氏
の
崩
御
は

『晴
書
』
に
よ
っ
て
仁
寿
二
年

(六
〇

二
)
八
月
と
確
め
ら
れ
る
か
ら
、
先
に
見
た
如
く
そ
の
創
建

は
仁
寿
三
年

(六
〇
三
)
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
説
を
と
る
も

の
に
、
保
恭
伝
、
慧
因
伝
、
僧
鳳
伝
、
慧
超
伝
、
慧
斌
伝
、
明
駅
伝
、

が
あ
り
、
『釈
氏
稽
古
略
』
も
こ
の
説
に
従
う
。

文
帝
の
崩
御
に
と
も
な
う
創
建
と
す
る
の
は
、
靖
玄
伝
に
、

が

会

高

祖
昇

遽

、

欝

興

禅

定

、

遂

応

詔

住

焉

。

と

あ

る

他
、

童

真

伝

、

善

胃

伝

、

宝

襲

伝

、

法

性

伝

、

に

見

え

る
。

一
方

、

明

謄

伝

に
は

、

但

下

勅
於

両

禅

定

、

各

設

尽

京
僧

斎

。

と

あ

り
、

ま

た

『
法

苑

珠

林

』

に
、

場

帝

。

…

…
長

安

造

二
禅

定

、

井

二
木

塔

、

井

立

別

寺

一
十

所

。

と
あ

る

こ
と

か

ら

、

㈱

長
安
に
は
大
禅
定
寺
が
二
つ
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
両
者
を
今
、
仮
に
仁
寿
禅
定
寺
、
大
業
禅
定
寺
と
称
す
る
な
ら
ば
い
ま
ず
仁
寿
禅
定
寺
は
、.
保
恭
伝
に
よ
れ
ば
、・

武
徳
二
年
下
勅
召
還
、
依
旧
検
校
2
仰
改
禅
定
為
大
荘
厳
、
及
挙
十
徳
、
統
摂
僧
尼
。

と
あ
り
、
武
徳
二
年

(六

一
九
)
に
そ
の
名
が
大
荘
厳
寺
に
変

っ
た
と
し
、
智
興
伝
に
も
そ
の
こ
と
が
窺
え
る
が
、
無
磯
伝
で
は

齢

(大
業
)
十
三
年
、
州
破
入
京
住
荘
厳
寺
。

と
あ
り
、-辱慧
鐙
訟
で
億
、

・

・

'

及
武
徳
初
載
、
方
還
京
螢
住
荘
厳
寺
。

と
あ
り
、

こ
の
両
者
か
ら
は
六

}
七
年

一
月
と
知
ら
れ
、
寺
名
変
更
の
時
期
に
混
乱
が
見
ら
れ
る
。

一
方
、
道
岳
伝
、
智
首
伝
に
は
、

㈲

・
住

大
禅

定

道
場

声
..吟

所

謂

大

総

持

寺

是

也

。
㌧

■・

警

..

玩

・

-

-

"

涯

.

・
,

、

.
、

・

・
∵
ー

!

と

あ

り
、

大
禅

定

寺

が
大

総

持

寺

に
寺

名

変

夏

さ

れ

た

こ
と

が

記

さ

れ

る
。

そ

の
時

期

は
不

明

で
あ

る
が

、

静

琳

伝

に
は

、

義
寧

二
年

　

(六

一・八
)
に
大
総
持
寺
に
住
し
た
記
録
が
あ
る
か
ら
、

『続
高
僧
伝
』
の
記
述
を
信
ず
る
限
り
、
そ
れ
は
六

一
八
年
以
前
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

以
⊥
の
諸
説
を
総
合
す
れ
ば
、
大
禅
定
寺
は
二
つ
あ
り
、
六
〇
三
年
お
よ
び
六
〇
五
年
に
そ
れ
ぞ
れ
創
建
さ
れ
、
唐
朝
の
成
立

(
六

一
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八
)
に
と
も
な

っ
て
、
大
荘
厳
寺
、
大
総
持
寺
と
そ
れ
ぞ
れ
寺
名
が
改
め
ら
れ
、
そ
の
性
格
も
実
践
道
場
か
ら
、
繕
尼
を
統
摂
す
る
機
構

の

一
部
に
変
化
し
た
様

で
あ
る
。
従

っ
て
本
稿
の
目
的
に
沿
う
期
間
は
六
〇
三
年
か
ら
六

一
八
年
の
間
、
即
ち
大
禅
定
寺
で
あ

っ
た
時
期

に
限
定
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
で
禅
定
寺
の
名
称
を
め
ぐ
る
問
題
が
か
た
つ
い
た
訳
で
は
な
く
、
例
え
ば

『宋
高
僧
伝
』
に
は
、
大
荘
厳
寺
、
大
総
持

　

寺

の
他
に
、
禅
定
寺
の
名
が
見
え
、

『
酉
陽
雑
組
』
に
も
、
楚
公
姜
絞

(六
七
三
～
七
二
二
)
が
、
か

っ
て
禅
定
寺

に
遊
ん
だ
と
い
う
記

　

述
が
あ
り
、
八
世
紀
初
め
に
も
長
安
に
は
禅
定
寺
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
資
料
不
足
の
た
め
こ
れ
以
上
追
求

す

る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
注
記
す
る
に
と
ど
め
、

『宋
高
僧
伝
』
慧
霊
伝
に
、

大
中
七
年
、
宣
宗
幸
荘
厳
寺
、
礼
仏
牙
、
登
大
塔
、
宣
悶
書
年
、
乃
賜
紫
衣
、
其
年
六
月
勅
補
霊
、
為
新
寺
上
座
突
、
帝
望
寺
西
北
廃

総
持
寺
、
乃
下
勅
日
、
朕
以
政
閑
、
賞
景
幸
干
荘
厳
、
其
寺
複
殿
重
廊
、
連
蔓
比
棟
、
幽
房
秘
宇
、
窃
究
疏
通
、
密
竹
翠
松
、
垂
陰
擢

秀
、
行
而
迷
道
、
天
下
梵
宮
、
高
朋
寡
匹
、
当
建
之
時
、
以
京
城
西
昆
明
池
勢
微
下
、
乃
建
木
浮
図
高
三
百
尺
、
藩
邸
之
時
、
遊
化
伽

藍
、
観
斯
勝
事
、
其
総
持
寺
大
業
中
立
、
規
制
与
荘
厳
寺
正
同
、
今
容
像
則
穀
、忍
草
随
荒
、香
径
蕪
侵
、
尚
存
基
趾
、
其
寺
宣
許
重
篠

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
逆
に
二
つ
の
禅
定
寺
は
互
い
に
近
接
し
て
、
ほ
ぼ
同

一
の
目
的
、
即
ち
シ
ナ
全
土
の
秀
れ
た
実
践
家
を
集
め
、
大
興

善
寺
に
対
置
せ
し
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
仏
教
を
総
合
化
す
る
こ
と
、
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
と
仮
定
し
て
、
以
下

に
そ
の
概
観
を
試
み

た
い
。

四

一
、
釈
靖
玄

(五
六
九
1
⊥ハ
ニ

)
、
姓
趙
氏
、
天
水
人
。

「澄
練

一
心
専
宗
経
部
」
と
す
る
も
学
系
は
不
明
。
令
旨
に
よ

っ
て
長
安
に
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来
た
り
、
大
興
善
道
場
に
法
会
を
開
き
、
燦
法
師
と
交
渉
が
あ

っ
た
。
の
ち
禅
定
寺
に
住
す
る
が
、
大
業
中
創
建
の
の
ち
の
総
持
寺

の
方

ら
し

い
。

二
、
釈
智
閏

(五
四
〇
～
六

一
四
)
姓
氏
は
不
詳
、
裏
陽
人
。

「無
師
独
悟
、
自
然
厭
世
」
と
あ
り
、
当
初
よ
り
実
践
家
で
あ

っ
た
。
郵

㈹

㈲

都
に
仏
法
の
盛
行
す
る
様
を
見
て
、
曇
遵
に

『十
地
経
』
を
学
ん
だ
。
曇
遵
は
曇
遷
に
仏
法
の
綱
要
を
授
け
て
い
る
。

の
ち

『華
厳
』
『浬

繋
』
を
学
し
、
慧
光
の

『
四
分
律
』
を
聴
き
、
僧
弁
か
ら
三
論
を
う
け
、
大
業
の
初
め
慧
日
道
場
に
住
し
、
長
安
に
移

っ
て
禅
定
寺
に
卒

し
た
。

三
、
釈
智
凝

(ー
六
〇
五
1
)
、
姓
氏
は
不
詳
、
予
州
入
。

具
戒
以
前
に
す
で
に
衆
経
を
論
す
こ
と
数
十
万
言
で
あ

っ
た
。

靖
崇

(
五
三

七
ー
六

一
四
)
に
師
事
し
て

『摂
大
乗
論
』
を
学
し
、
そ
の
疏
を
著
し
た
。
長
安
弁
才
寺
に
講
義
を
し
、
の
ち
禅
定
寺

に
移

っ
た
。

㈹

四
、
釈
霊
環

(五
四
九
ー
六

}
八
)
懐
州
人
。
浄
影
寺
慧
遠

(五
二
三
-
五
九
二
)
の
後
継
者
。
『十
地
経
』
『
浬
桀
経
』
等
に
通
じ
、
開

皇
十
七
年

(五
九
七
)
勅
に
よ
り
、
慧
遠
の
あ
と
を
襲

っ
て
大
興
善
寺
の
衆
主
と
な
っ
た
。
洛
陽
浄
影
寺

の
他
、
勅
に
よ

っ
て
長
寿
寺
、

景
浄
寺
を
経
て
大
禅
定
寺
に
住
し
た
。

㈲

五
、
釈
僧
朗

(ー
六

一
七
)
恒
州
人
。

『大
智
度
論
』

『
雑
心
論
』
を
学
す
。
禅
定
寺
に
住
し
て
講
習
に
努
め
た
。

㈱

六
、

釈
智
梵

(
五
三
九
ー
六

一
三
)
姓
は
封
氏
、
渤
海
條
人
。
霊
簡
禅
師
に
師
事
、
郵
都
で

『
大
智
度
論
』

『十
地
経
』
を
学
し
た
。
仁

寿
末
年
、
勅
を
奉
じ
て
宝
香
寺
に
置
塔
し
、
大
業
五
年

(六
〇
九
)
勅
に
よ
り
禅
定
寺
に
住
し
た
。

「
静
縁
摂
想
、
無
替
喧
寒
」
で
あ

っ

た
と
い
う
。

㈹

七
、
釈
普
噴

(
五
四
八
-
六
二
〇
)
姓
は
焚
氏
、
扶
風
郡
人
。
円
禅
師
に
依
止
し
、
頭
陀
行
を
専
ら
と
し
た
。
義
解
に
異
才
を
発
揮
し
、

周
武

の
廃
仏
に
抗
し
た
が
、
却

っ
て
通
道
観
の
学
士
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
大
象
初
年

(
五
七
九
)
制
せ
ら
れ
た
菩
薩
僧
百
二
十
人
の

一
人
と

な
り

、
興
善
寺
に
居
し
て
、
玄
都
観
の
道
士
と
論
争
し
て
こ
れ
を
破

っ
た
。
階
高
祖
の
崩
御
に
よ

っ
て
建
て
ら
れ
た
禅
定
寺
、
即
ち
の
ち

の
総
持
寺
に
召
さ
れ
て
居
し
、
大
業
末
年
に
は
僧
綱
と
な

っ
た
。
基
本
的
に
は

「頭
陀
自
静
、
夜
宿
寒
林
」
の
入
で
あ

っ
た
が
、
結
局
は
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帝

室

と
最

も

近

い
所

に
居

つ
づ

け

る

こ
と

と

な

っ
た
。

㈹

八
、
釈
保
恭
、

(五
四
二
～
六
二

一
)
姓
は
崔
氏
、
青
州
人
9
艮
法
師

(茅
山
明
法
師
ソ
に
出
家
し
、
開
善
寺
徹
法
師
に

『成
実
論
』
を

聴

い
た
。
の
ち
慧
暁
禅
師
の
下
で
定
業
を
習
し
、
印
可
を
う
け
た
。
ま
た

『成
実
論
」
を
聴
い
て
余
悟
が
あ

っ
た
が
、
更
に
疑
問
を
生
じ
、

曇
崇

(五

一
五
-
五
九
四
)
の
下
で
漸
く
解
決
し
た
。
こ
の
閥

『地
持
経
」

『
十
地
経
』

『
法
華
経
』
を
習
得
し
、
陳
の
至
徳
初
年
、
摂

山

慧
布
が
北
獅
に
禅
府
を
開
く
に
及
ん
で
そ
の
懇
請
に
従
い
、
栖
霞
寺
の
禅
宗
を
指
導
す
る
と
共
に
三
論
を
学
ん
だ
。
仁
寿
年
に
大
禅
定

寺

が
創
建
さ
れ
る
と
勅
に
よ
り
道
場
主
と
な

っ
た
。
唐
に
な
る
と
悟
真
寺
に
隠
退
し
た
が
、
再
び
召
さ
れ
て
禅
定
寺
改
め
大
荘
厳
寺
に
居

し
、
十
徳
の
制
を
挙
し
て
僧
尼
を
統
摂
し
た
。
な

お
僧
定
伝
に
よ
れ
ば
、
保
恭
は
僧
定
の
弟
子
と
さ
れ
、
僧
定
は
成
実
学
に
秀
れ
た
実
践

家

で
あ
り
・
文
帝
の
造
寺
・
恐
ら
く
は
禅
定
寺

へ
召
さ
れ
た
が

棄

定
之
心
・
無
庸
世
務
L
と
し
て
こ
れ
を
拒
ん
だ
と
い
禍

㈲

九
、
釈
浄
業
、

(
五
六
四
ー
六

一
六
)
姓
は
史
氏
、
漢
東
随
人
。
律
を
精
研
し
た
が
、
慧
遠
に
会

っ
て

『浬
葉
経
』
等
を
学
し
、
長
安
に

随
従
し
た
。
の
ち
、
曇
遷
に

『
摂
大
乗
論
」
を
学
ん
だ
。
開
皇
年
中
悟
真
寺
を
開
き
、
ま
た
仁
寿
二
年
、
景
蔵
寺
に
舎
利
を
送
り
、
大
業

四
年
、
鴻
臓
館
に
召
さ
れ
て
藩
僧
を
教
授
し
た
。
同
九
年
禅
定
寺
に
召
さ
れ
た
。

㈹

十
、
釈
童
真
、

(
五
四
三
ー
六

=
二
)
姓
は
李
氏
。
曇
延

(五

一
八
ー
五
八
八
)
に
投
じ
、
諸
学
に
通
暁
し
た
が
浬
繋
学
を
も

っ
と
も
蒜

く
し
た
。
開
皇
十
二
年

(
五
九
二
)
大
興
善
寺
に
召
さ
れ
、
梵
本
を
翻
訳
し
、

同
十
六
年
、

浬
架
宗
主
と
な

っ
た
。

仁
寿
元
年

(六
〇

一
)
諸
州
に
霊
塔
を
建
て
舎
利
を
送

っ
た
。
大
業
元
年

(六
〇
五
)
大
禅
定
寺
の
造
営

に
と
も
な
い
道
場
主
に
勅
さ
れ
た
が
、
数
年
間
岡

辞

し
た
。
僧
綱
と
な

っ
た
が
浬
衆
学
を
本
務
と
し
た
。
弟
子
に
普
明
が
あ
る
。

㈹

十

一
、
釈
霊
幹
、

(
五
三
五
-
六

=

一)
姓
は
李
氏
、
金
城
狭
道
人
。
十
四
才
で
郭
京
大
荘
厳
寺
術
法
師
の
弟
子
と
な
り
、

『
華
厳
経
』

『十
地
経
』
を
学
し
た
。
階
初
に
菩
薩
僧
に
勅
せ
ら
れ
、
開
皇
三
年
、
浄
土
寺

に
落
髪
し
た
。
海
玉
法
師
が
華
厳
衆

に
講
じ
る
の
に
会
い
、

『華
厳
経
』
を
講
じ
た
。
開
皇
七
年
、
勅
せ
ら
れ
て
興
善
与
に
訳
経
し
、
証
義
沙
門
と
な

っ
た
。
大
業
三
年

(六
〇
七
)
大
禅
定
与
の
道

場
上
座
と
な

っ
た
。
童
真
と
交
渉
が
あ
り
、
霊
弁
は
猶
子
で
あ
る
。
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㈹

十
二
、
釈
善
冑

(五
五
〇
ー
六
二
〇
)
姓
は
准
氏
、
瀟
州
人
。
少
に
し
て
出
家
し
、
講
席
を
め
ぐ
り
、

『大
智
度
論
』

『
浬
架
経
』
の
注

釈
を
著
し
た
。
北
斉
の
滅
亡
に
よ
り
陳
に
逃
れ
、
講
席
に
出
か
け
て
議
論
し
た
が
、
そ
の
舌
峰
は
鋭
く
、
講
師
を
死
に
至
ら
し
め
る
程
で

あ

っ
た
。
晴
起
る
や
洛
陽
に
わ
た
り
、
慧
遠
に
従

っ
て
浄
影
寺
に
住
し
た
。
慧
遠
の
滅
後
、
浄
影
寺
の
浬
薬
衆
主
と
な

っ
た
。
大
業
の
造

寺
の
時
、
選
ば
れ
て
禅
定
寺
に
住
し
、
法
席
を
開
い
た
。
の
ち
浄
影
寺
に
帰

っ
て
没
し
た
。

「吾

一
生
正
信
在
心
、
於
仏
理
教
、
無
心
軽

略
、
不
慮
浄
土
不
生
」
の
語
を
残
し
た
。
浄
土
教
の
行
者
で
あ
る
。

　

十
三
、
釈
宝
襲

(五
四
七
-
六
二
六
)
貝
州
人
。
僧
休
の
弟
子
。
僧
休
は
廃
仏
後
、
菩
薩
僧
と
な
り
、
洪
遵
、
慧
遠
ら
と
共
に
陵
姑
寺
に

居
し
、
開
皇
七
年

(五
八
七
)

興
善
寺
に
入
っ
た
。

十
大
徳
沙
門
の

一
人
で
あ
る
。

宝
襲
は
十
八
で
帰
依
し
、

経
論

を
学
し
た
が
専
ら

『
大
智
度
論
』
を
宗
と
し
た
。
僧
休
に
従

っ
て
入
京
し
、
開
皇
十
六
年

(五
九
六
)
大
論
衆
主
と
な

っ
た
。
大
業
創
建
の
大
禅
定
寺
に
入

り
そ
こ
で
没
し
た
。
弟
子
に
曇
、
恭
、
明
、
洪
が
あ
り
、

『
大
智
度
論
』
を
善
く
し
た
。

倒

十
四
、
釈
慧
遷

(五
四
八
ー
六
二
六
)
瀟
州
人
。
『十
地
経
論
』
に
傾
注
し
、
の
ち
慧
遠
に
従

い

『浬
架
経
』
『
地
持
経
』
に
通
じ
た
。
廃

仏
を
陳

に
逃
れ
、
随
の
革
命
に
よ

っ
て
洛
陽
に
帰

っ
た
。
慧
遠
に
従

っ
て
大
興
善
寺
に
住
し
、
開
皇
十
七
年

(五
九
七
)
勅
し
て
五
衆
を

立
て
、
慧
遷
は
十
地
衆
主
と
な

っ
た
。

『十
地
経
』
の
第

一
人
者
で
大
禅
定
寺
が
建
て
ら
れ
る
と
召
し
て
そ
こ
に
住
し
た
。

㈱

十
五
、
釈
慧
因
、

(五
三
九
-
六
二
七
)
姓
は
干
氏
、
呉
郡
海
監
入
。
開
善
寺
慧
煕
法
師
に
師
事
し
、
宝
竣
法
師
に

『成
実
論
』
を
聴
い

た
。
鐘
山
に
慧
暁
智
理
二
禅
師
を
訪
ね
、
調
心
観
法
を
受
け
た
。
ま
た
長
干
寺
僧
弁
に
三
論
を
学
し
た
。
仁
寿
三
年
禅

定
寺
が
起

つ
と
召

さ
れ

て
知
事
上
座
と
な
り
、
禅
学
を
指
導
し
た
。
三
論
を
講
じ
文
疏
を
製
し
た
。
唐
に
な
る
と
十
大
徳
の

一
人
と
な
り
、
自
ら
範
を
垂
れ

た
。

「
定
慧
両
明
、
空
有
兼
照
、
弘
法
四
代
、
常
顕

一
乗
」
と
い
わ
れ
る
。
弟
子
に
法
仁
が
あ
る
。

十
六
、
釈
曇
蔵

(五
二
七
-
六
三
五
)
姓
は
楊
氏
、
弘
農
華
陰
人
。
名
門
の
出
身
で
あ
る
が
十
五
で
出
家
し
、
諸
国
を
遊
歴
し
て
の
ち
、

長
安
光
明
寺
に
住
し
た
。
仁
寿
年
に
大
禅
定
寺
に
入
り
、
唐
に
な
る
と
会
昌
寺
の
上
座
と
な

っ
た
。
興
善
寺
主
と
な
る

べ
き
所
を
変

っ
て

智
閏

を
推
し
た
。

『地
持
経
』
に
通
じ
太
宗
等
に
菩
薩
戒
を
授
け
た
。
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㈱

十

七
、
釈
神
遡

(
五
六
六
ー
六
三
〇
)
姓
は
田
氏
、
濤
颯
臨
晋
入
。
学
系
や
来
歴
は
不
詳
。
博
く
三
蔵
に
通
じ
多
く
の
著
作
を
あ
ら
わ
し

た
。
大
業
十
年

(六

一
四
)
召
さ
れ
て
大
禅
定
寺
に
入
り
、
ま
た
鴻
縢
館
で
朝
鮮
留
学
僧
に

『大
智
度
論
』
を
講
じ
た
。

十

八
、
釈
僧
鳳

(
五
七
〇
頃
-
六
四
〇
頃
)
姓
は
薫
氏
。
名
族
の
出
身
で
、
文
章
を
善
く
し
た
。
開
皇
の
始
、
僧
藥

の
教
え
を
受
け
、
仁

寿

年
、
大
禅
定
寺
に
住
し
、
講
解
を
事
と
し
た
が
、
『
浬
架
経
』
『法
華
経
』
を
得
意
と
し
た
。
杜
正
倫
等
、
士
大
夫

と
の
交
渉
が
多
い
。

十

九
、
釈
道
岳

(
五
六
八
ー
六
三
六
)
姓
は
孟
氏
、
河
南
洛
陽
人
。
儒
家
の
家
系
。
十
五
で
出
家
し
僧
楽
に
師
事
し
た
。
の
ち

『成
実
論
』

『
雑
心
論
』
を
志
念
、
智
通
両
師
に
学
ん
だ
。

志
念

(五
三
五
i
六
〇
八
)

は
当
時
を
代
表
す
る
行
学
の
僧
の

一
入
で
、

そ
の
宗
風
は

「
虚
宗
」
と
称
さ
れ
、
道
岳
も
ま
た
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
。
真
諦
の
弟
子
道
尼
が
開
皇
十
年

(五
九
〇
)
洛
陽
に

『摂
大
乗
論
』
を
開

講
す
る
や
従

っ
て
教
え
を
受
け
た
。
さ
ら
に

『倶
舎
論
』
の
研
究
に
進
み
、
本
義
を
求
め
て
南
地
に
趣
き
、
広
州
顕

明
寺
で
真
諦
口
伝
、

智
燈
筆
受
の

『倶
舎
論
疏
』
お
よ
び

『十
八
部
記
』
を
得
た
。
大
業
八
年

(六

一
二
)
大
禅
定
道
場

(の
ち
の
総
持
寺
)
に
入
り
、
法
常
、

智
首
、
僧
弁
、
慧
明
等
に
倶
舎
本
疏
を
講
じ
た
。
明
膿
、
明
略
は
兄
弟
で
あ
り
、
道
岳
の
講
席
に
は
若
き
日
の
玄
笑

(六
〇
〇
ー
六
六
四
)

も
列
席
し
て
い
る
。

㈱

二
〇
、
釈
僧
弁

(五
六
八
i
六
四
二
)
姓
は
張
氏
、
南
陽
入
。
出
家
以
前
に

『維
摩
経
』

『仁
王
経
』
を
習
し
、
早
く
か
ら
秀
れ
た
才
を

示

し
た
。
靖
崇
を
継
ぐ
智
凝
に

『摂
大
乗
論
』
を
学
し
、
大
業
初
年
、
大
禅
定
道
場
に
召
さ
れ
た
。
武
徳
年
、
各
地
を
遊
行
し
、
講
席
を

開

い
た
。
弘
福
寺
が
創
建
さ
れ
る
と
召
さ
れ
て
住
し
、
講
義
に
励
む
と
共
に
玄
突
新
訳
の
証
義
と
な

っ
た
。
道
岳
の

『倶
舎
論
」
を
聴
く

た
め
自
ら
の
講
論
を
と
り
や
め
て
参
じ
た
。

二

一
、
釈
法
常

(五
六
七
ー
六
四
五
)
姓
は
張
氏
、
南
陽
白
水
人
。
十
九
才
で
曇
延
に
投
じ
た
。
童
真
と
は
同
門
で
あ
る
。

『
浬
梨
経
』

に
斬
新
な
解
釈
を
下
し
、
の
ち
摂
論
宗
が
興
る
と
そ
れ
を
随
聞
し
、
ま
た
成
実
、
毘
曇
、
華
厳
、
地
論
の
各
宗
の
比
較
研
究
を
行
な

っ
た
。

大
業
の
始
、
勅
し
て
大
禅
定
寺
に
入
り
、
様
々
な
講
席
に
つ
ら
な

っ
た
。
僧
弁
と
共
に
か

っ
て
の
弟
子
玄
奨
の
新
訳

の
証
義
を
務
め
、
ま

た
戒
師
と
し
て
皇
帝
皇
后
に
菩
薩
戒
を
授
け
た
。
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一
=
一、
釈
道
洪

(五
七

一
ー
六
四
九
)
姓
は
サ
氏
、
河
東
人
。
曇
延
に
出
家
し
、

『浬
架
経
』
を
専
ら
と
し
た
。
の
ち
に
浄
願
に
地
論
を

学
し
、
大
業
に
禅
定
寺
が
創
建
さ
れ
る
と
そ
こ
に
住
し
、
律
蔵
寺
上
座
、
大
総
持
寺
寺
主
を
歴
任
し
た
。

『浬
架
経
』
を
講
ず
る
こ
と
八

十
七
遍
で
あ

っ
た
と
い
う
。

二
三
・
釈
曇
嵐
・

(五
四
二
～
六
〇
七
)
姓
は
王
氏
・
博
陵
饒
陽
人
・
若
く
し
て
道
儒
に
秀
れ
た
が

「留
心
荘
易

帰
意
仏
経
」
で
・
初

あ
曲
李
寺
慧
栄
に
投
じ
、
曇
静
に
従

っ
て
出
家
し
た
。
師
と
五
台
山
に
行

っ
て
神
異
を
見
、
郵
下
で
諸
学
を
修
し
た
。
慧
光
の
弟
子
曇
遵

に
仏
法
綱
要
を
稟
求
し
、
「学
為
知
法
、
法
為
修
行
」
と
云
い
、
世
利
を
避
け
て
林
慮
山
浄
国
寺
に
入
り
、
『
華
厳
経
』
『
十
地
経
』
『維
摩

経
』
『
樗
伽
経
』
『地
持
経
』
『
起
信
論
』
を
研
精
し
た
。
周
武
の
法
難
に
金
陵
に
逃
れ
、

道
場
寺
で
慧
暁
、

智
瑠
、
智
晃
と
交

っ
た
。
桂

州
で

『摂
大
乗
論
』
を
得
、
晴
の
興
る
を
聞
い
て
建
業
を
辞
し
、
彰
城
に
慕
聖
寺
を
建
て
て

『
摂
論
』
の
他
、

『樗
伽
』
『
起
信
』
『如
実

論
」
等
を
講
じ
た
。
摂
論
宗
北
土
派
の
創
開
と
さ
れ
る
。
開
皇
七
年

(五
八
七
)
勅
に
よ

っ
て
入
京
し
、
慧
遠
、
慧
蔵
、
僧
休
、
宝
鎮
、

㈱

洪
遵

の
五
大
徳
を
率
い
て
大
興
殿
に
拝
謁
し
、
共
に
大
興
善
寺
に
住
し
た
。
開
皇
十
年

(五
九
〇
)
文
帝
の
行
幸
に
従
い
、
私
度
僧
の
救

　

済
を
進
言
し
、
ま
た
寺
院
を
修
復
さ
せ
た
。
仁
寿
年
間
、
宇
内
百
余
州
に
舎
利
塔
を
建
立
さ
せ
た
。
ま
た
既
に
見
た
如
く
禅
定
寺
寺
主
と

な

っ
て
禅
門
復
興
事
業
を
推
進
し
た
。
そ
の
著

に

『亡
是
非
論
』
等
の
他
、

『摂
論
疏
』
『樗
伽
経
疏
』
『起
信
論
疏
』
等
が
あ
る
。
弟
子

は
非
常
に
多

い
が
、
主
な
も
の
に
、
浄
業
、
慧
休
、
道
哲
、
静
琳
、
玄
碗
、
道
英
、
法
沖
、
明
駅
、
静
凝
、
浄
弁
な
ど
が
あ
る
。

二
四
、
釈
慧
贋

(五
三
六
ー
六
〇
七
)
姓
は
王
氏
、
漁
州
人
。
専
ら
戒
学
に
励
み
、
周
武
の
法
難
を
陳
に
避
け
た
。

の
ち
北
地
に
帰
し
、

趙
州

に
安
居
結
業
し
た
。

「其
所
開
悟
、
以
離
著
為
先
、
身
則
依
附
頭
陀
行
蘭
若
法
、
心
則
思
尋
念
慧
、
識
妄
知
詮
」
と
い
わ
れ
る
。
仁

寿
年
、
禅
定
寺
に
召
さ
れ
た
。
弟
子
に
明
胤
、
志
超
が
あ
る
。

㈹

二
五
、
釈
静
端

(
五
四
三
-
六
〇
六
)
武
威
人
。
慧
端
と
も
称
す
。
僧
実

(四
七
六
ー
五
六
三
)
に
投
じ
て
印
可
を
受
け
、
の
ち
僧
実
と

同
房

の
曇
相

(ー
五
八
二
)
に
定
業
を
習
し
、
そ
の
遺
嘱
を
受
け
た
。
大
業
の
大
禅
定
寺
に
召
さ
れ
僧
首
と
な

っ
た
。
戒
徳
を
高
く
評
価

さ
れ

た
実
践
家
で
あ
る
。
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㈹

二
六
、
釈
慧
歓

(五
四
ニ
ー
六

一
〇
)
姓
は
管
氏
、
京
兆
雲
陽
入
。
官
僚
生
活
を
経
て
三
十
七
才
で
清
禅
寺
曇
崇

(
五

一
五
-
五
九
四
)

に
定
法
を
受
け
た
。
曇
崇
は
菩
薩
僧
百
二
十
人
の

一
人
で
興
善
寺
に
住
し
た
。
俗
塵
を
嫌
い
山
居
を
志
し
た
が
、
大
業
の
大
禅
定
道
場
に

召
さ
れ
そ
こ
で
卒
し
た
。

二
七
、
釈
慧
超

(五
五
五
-
六
二
四
)
姓
は
申
屠
、
上
党
濫
城
人
。
大
興
国
寺
に
居
し
て
禅
念
を
業
と
し
た
。
仁
寿

の
禅
定
寺
に
召
さ
れ

た
。

「偏
拠
行
途
、
不
沿
言
説
」
と
い
わ
れ
る
。

㈹

二
八
、
釈
法
喜

(五
七
ニ
ー
六
三
二
)
姓
は
李
氏
、
裏
陽
人
。
七
才
で
出
家
し
、
顯
禅
師
が
親
が
わ
り
と
な

っ
た
。
頴
は

「専
修
禅
業
、

略
於
言
講
」
で
荊
州
青
漢
山
寺
に
居
し
、

「昼
則
炊
者
薪
蒸
、
夜
便
諦
習
経
典
、
山
居
無
炬
、
燃
柴
取
明
、
毎
夕
自
課
諦
通

一
紙
、
如
是

累
時
」
の
生
活
で

『法
華
経
』
を
宗
と
し
た
。
仁
寿
年
、
大
禅
定
寺
に
召
さ
れ
た
の
に
従
い
、
法
喜
も
禅
定
寺
に
入

っ
た
。
同
じ
く
法
華

行
者

で
あ

っ
た
。

二
九
、
静
琳

(五
六
五
-
六
四
〇
)
姓
は
張
氏
、
南
陽
人
。
曇
猛
に
投
じ
、
後
、
慧
覚

(五
三

一
ー
六
二
〇
)
に

『
十
地
経
』
を
聴
き
、

郵
都
で
智
炬

(五
三
五
1
⊥ハ
〇
六
)
に

『
華
厳
経
』
『樗
伽
経
』
『
思
益
経
』
を
聴
き
、
そ
の
精
理
に
通
じ
た
。
し
か
し
満
足
は
得
ら
れ
ず
、

師
を
尋
ね
て
遊
行
し
た
。
蒲
晋
に
道
遜
、
道
順
が

『
十
地
経
」
を
講
ず
る
の
を
聴
く
が

「法
本
治
病
、
而
今
慢
法
更
増
、
且
道
貴
虚
通
、

而
今
耽
著
弥
固
、
此
不
可
也
」
と
し
て
講
業
を
捨
て
、
禅
門
を
専
修
し
た
。
そ
の
様
子
は

「初
学
不
浄
念
処
等
法
、
又
嫌
其
環
小
煩
稽
人

慮
、
乃
学
大
乗
諸
無
得
観
、
離
念
唯
識
弥
所
開
宗
」
と
記
さ
れ
る
。
の
ち
曇
遷
の

『摂
論
』
を
聞
き
機
が
契

っ
た
。

の
ち
各
地
に

『摂
論
』

を
講
じ
、
召
さ
れ
て
道
場
に
入

っ
た
。
そ
の
具
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
大
業
の
禅
定
寺
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
道
友

、
士
大
夫
と
交
り
、

各

地
を
遍
歴
し
た
の
ち
、
義
寧
二
年

(六

一
八
)
大
総
持
寺
に
召
さ
れ
た
。

㈲

三
〇
、
釈
慧
斌

(
五
七
四
-
六
四
五
)
姓
は
和
氏
、
亮
州
人
。
経
書
芸
文
に
通
じ
た
が
二
十
三
才
で
出
家
し
、
各
地

で
経
律
を
聴
く
も
喧

騒

に
倦
み
、
五
台
山
、
泰
山
に
入

っ
て
定
業
を
修
し
た
。
戒
業
に
秀
れ
、
仁
寿
の
禅
定
寺
に
召
さ
れ
た
。

㈹

三

一
、
釈
普
明

(生
没
年
不
詳
)
姓
は
衛
氏
、
蒲
州
安
邑
人
。
外
兄
道
懸
に
出
家
し
、
童
真
の
弟
子
と
な

っ
た
。
講
席
を
周
遊
し
十
八
才
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で

『勝
量
経
』
『
起
信
論
』
を
講
じ
、
進
具
の
の
ち
は

『
浬
架
経
』
『
四
分
律
』
『摂
論
』

を
専
ら
と
し
た
。

大
業
六
年
大
禅
定
道
場
に
召

さ
れ
、
の
ち
に
仁
寿
寺
に
住
し
た
。
戒
業
に
秀
れ
た
念
経
の
行
者
で
あ

っ
た
。

㈱

三
二
、
釈
覚
朗

(生
没
年
不
詳
)
河
東
人
。
大
興
禅
寺
に
住
し
て

『四
分
律
』
『浬
架
経
」

を
明
し
た
。

大
業
末
年
禅
定
道
場
主
と
な
り
、

ほ
ど
な
く
卒
し
た
。

三
三
、
釈
智
保

(生
没
年
不
詳
)
河
東
人
。
若
く
し
て
入
道
し
、
護
戒
を
事
と
し
た
。
は
じ
め
勝
光
寺
に
住
し
の
ち
禅
定
寺
に
居
し
た
。

慧
満

と
道
友
で
あ
る
。

三
四
、
釈
智
首

(
五
六
七
-
六
三
五
)
姓
は
皇
甫
氏
。
僧
稠

(四
八

一
i
五
六

一
)
の
弟
子
智
曼
に
投
じ
て
出
家
し
、
戒
学
を
専
ら
と
し

た
。
道
洪
の
講
律
を
聴
き
、
道
洪
が
禅
定
寺
に
召
さ
れ
る
に
際
し
、

「若
不
附
定
通
戒
、
行
学
無
帰
」
と
し
て
従

っ
て
禅
定
寺
に
入

っ
た
。

律
典

を
深
く
き
わ
め
、
大
業
始
め
、
大
禅
定
道
場

(後
の
総
持
寺
)
に
追
住
し
、
貞
観
の
新
訳
に
も
携

っ
た
。
の
ち
弘
福
寺
に
召
さ
れ
て

僧
綱

と
な

っ
た
。
律
宗
九
祖
の

一
人
で
あ
り
、
道
宣
の
師
で
も
あ
る
。

㈲

三
四
、
釈
慧
瑳

(五
八
〇
頃
ー
六
三
四
)
姓
は
呉
氏
、
楊
州
江
都
人
。
幼
に
し
て
出
家
の
志
が
あ
り
、
栄
法
師
に
帰
依

し
そ
の

『摂
論
』

　

を
聞

い
た
。
仁
寿
年
中
、
栄
に
従

っ
て
禅
定
寺
に
入

っ
た
。
具
戒
後
、
洪
遵
、
智
首
に
律
儀
を
学
び

『摂
論
』
を
講
じ
た
。
大
業
末
の
戦

乱
に
ま
き
込
ま
れ
た
が
禅
定
寺
を
守
る
に
功
が
あ

っ
た
。

㈲

三
五
、
釈
慧
満

(五
八
九
-
六
四
二
)
姓
は
梁
氏
、
雍
州
長
安
人
。
七
才
に
し
て
出
家
し
、
大
興
善
寺
に
住
し
仙
法
師

の
弟
子
と
な
る
。

仙

の
為
人
は
不
明
、
師
に
従

っ
て
三
善
寺
を
聞
て
大
業
の
始
め
、
大
禅
定
寺
に
住
し
た
。
年
令
か
ら
見
て
、
大
僧
と
し
て
で
は
な
い
。
の

ち
受
戒
し
、
智
首
に
従

っ
た
。
貞
観
七
年

(六
三
三
)
弘
済
寺
上
座
と
な
り
律
を
弘
め
た
。

三
六

、
釈
明
贈

(
五
五
九
-
六
二
八
)
姓
は
杜
氏
、
恒
州
石
邑
入
。
応
覚
寺
に
出
家
し
、
大
集
寺
道
場
法
師
に

『
大
智
度
論
』
を
学
し
た
。

開
皇

三
年

(五
八
三
)
大
興
善
寺
に
住
し
た
。
大
業
年
、
僧
の
皇
帝

へ
の
拝
不
拝
の
問
題
が
生
じ
た
時
、

一
人
場
帝
に
不
拝
を
通
し
た
。

蝪
帝

の
語
と
し
て
、
「朕
謂
京
師
無
僧
、
昨
南
郊
中
亦
有
人
焉
。」
が
伝
わ
る
。
の
ち
勅
し
て
禅
定
寺
に
住
し
、
知
事
上
座
と
な

っ
て
僧
務
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を
整
理
し
た
。
唐
に
な

っ
て
か
ら
も
帝
に
進
め
て
仏
教
的
施
策
を
と
ら
し
め
た
。

㈲

三
七
、
釈
道
英

(五
六
九
ー
六
四
五
)
姓
は
陳
氏
、
蒲
州
椅
氏
人
。
智
炬
の
下
で

『華
厳
経
』
等
を
聴
き
、
開
皇
十
九
年

(五
九
九
)
太

行
山
栢
梯
寺
で
止
観
を
修
し
た
。
の
ち
勝
光
寺
で
曇
遷
に

『摂
論
』
を
聴
き
、
大
旨
を
会
し
た

「
聴
謝
之
暇
、
常
供
僧
役
、
有
慕
道
者
、

従
其
所
為
、
因
事
呈
理
、
調
伏
心
行
、
寄
以
弘
法
、
常
云
、
余
冥
目
坐
禅
、
窮
尋
理
性
」
と
記
さ
れ
る
。
の
ち
禅
定
寺
に
入
り
、
大
業
九

年

(六

=
二
)
直
歳
と
な

っ
た
。
晩
年
、
普
済
寺
に
住
し
た
。
道
遜
と
は
も
と
同
学
で
あ
る
。

三
八
、
釈
明
礫

(ー
六
二
〇
頃
)
姓
は
章
氏
、
菖
州
沃
水
人
。
『成
実
論
』
『
浬
架
経
』
を
学
し
、
周
武
の
破
仏
を
林
沢
に
避
け
、
五
七
九

年
、
宣
帝
が
陵
姑
寺
を
開
く
や
慧
遠
に
従

っ
て
入
寺
し
た
。
の
ち
大
興
善
寺
に
住
し
仁
寿
起
塔
に
神
異
を
示
し
晩
年
大
禅
定
に
住
し
た
。

㈱

三
九
、
釈
僧
蓋

(生
没
年
不
詳
)
恒
州
人
。
専
ら

『
浬
架
経
』
を
聴
く
が
、

「
聞
経
陳
念
慧
、
摂
慮
為
先
」
と
聴
講

を
や
め
定
学
に
専
思

し
た
。

の
ち
大
興
善
寺
に
住
し
、
仁
寿
起
塔
に
神
異
を
示
し
、
晩
年
大
禅
定
寺
に
住
し
た
。
九
十
余
才
と
い
う
。

㈲

四
〇
、
釈
法
周

(1
六
三
〇
頃
)
姓
氏
不
詳
。
静
覚
寺
に
住
し
風
月
を
友
と
し
た
。
仁
寿
建
塔
に
参
与
し
、
の
ち
大
禅
定
寺
に
住
し
た
。

八
十
余
才
と
い
う
。

四

一
、
釈
明
駅

(生
没
年
不
詳
)
瀬
州
人
。
『浬
梨
経
』
『
摂
論
』
を
学
し
、
さ
ら
に
曇
遷
に

『摂
論
』
を
学
ん
だ
。
仁
寿
起
塔
に
霊
異
を

示

し
、
仁
寿
の
禅
定
寺
に
召
さ
れ
た
。

㈹

四

二
、
釈
法
性

(生
没
年
不
詳
)
亮
州
人
。
少
に
し
て
禅
学
を
習
し
、
頭
陀
行
に
励
ん
だ
。
の
ち
召
に
よ
り
勝
光
寺

に
住
し
、
仁
寿
起
塔

に
参
じ
、
大
業

の
禅
定
寺
に
入

っ
た
。
八
十
余
才
。

㈹

四
三
、
釈
浄
弁

(1
六

一
五
頃
)
姓
は
章
氏
、
斎
州
人
。
道
儒
に
通
じ
、
俗
を
厭
い
山
林
に
居
し
、
禅
門
を
受
習
し
息
縁
静
慮
し
た
。
開

皇
年
、
慧
遠
に
依
止
し
て
浄
影
寺
に
住
し
、
更
に
曇
遷
に

『摂
論
』
を
受
け
た
。
仁
寿
起
塔
に
南
岳
に
赴
き
霊
異
を
見
聞
し
、
『感
応
伝
』

を
著
し
た
。
の
ち
禅
定
寺
に
寂
す
。

四
四
、
釈
慧
超

(五
四
六
-
六
二
二
)
姓
は
汎
氏
、
丹
陽
建
元
人
。

『
法
華
経
」
を
諦
し
、
南
岳
慧
思
を
慕

っ
て
智
顕
、
仙
城
慧
命
と
共



に
光
州
大
蘇
山
に
参
じ
た
。
嵩
山
を
経
て
、
悟
真
寺
に
浄
業
と
会

い
、
八
年
三
慧
を
共
に
修
し
た
。
大
業
の
禅
定
寺
に
召
さ
れ
道
を
行
O

た
が
帰
山
の
心
強
く
、
後
許
さ
れ
て
帰
山
し
た
。

-

四
五
馬
釈
善
蜘

(
五
八
七
i
六
三
五
)
姓
は
葡
氏
、
河
内
温
人
。
群
籍
に
博
通
し
、

出
家
後
は
彰
城
寺
に

『
法
華
経
』

を
諦
し
、

ま
た

『摂
論
』
を
聴
い
た
ゐ
長
安
に
吉
蔵

(
五
四
九
ー
六
二
三
Y
が

『法
華
経
』
を
講
ず
る
の
に
会
い
聴
受
し
た
。

「蔵
既
閲
揚
、
勇
心
承
旨
、

望
通

理
義
、
由
情
存
両
得
、
不
暇
忍
寒
、
歓
笑
熈
煕
、
如
質
獲
宝
、
寛
冬
常
爾
、
衆
方
美
之
、
問
以
詞
旨
、
片
無
遺
志
、
乃
以
聞
法
、
同

属
禅
定
寺
。」

と
あ
り
、

こ
の
時
期
吉
蔵
も
禅
定
寺
に
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

㈲

四
六
、
釈
空
蔵

(
五
六
九
i
六
四
二
)
姓
は
王
氏
、
雍
州
新
豊
人
。
私
度
僧
。
藍
田
負
児
山

で
禅
請
を
修
し
、
の
ち
三
論
の
道
判

(五
三

二
ー
六

一
五
)
に
依
正
し
、
龍
池
寺
で
三
論
浬
架
を
学
し
た
。
大
業
始
め
、
禅
定
寺
に
召
さ
れ
、
唐
に
な

っ
て
勅
に
よ
り
会
昌
寺
を
建
て

度
僧

し
た
。
山
居
を
好
ん
だ
が
、
衆
経
の
大
乗
要
句
を
紗
摘
し
て
巻
部
を
成
し
た
。

四
七
、
釈
智
興

(
五
八
八
ー
六
三
二
)
洛
州
人
。
諸
経
数
十
巻
と
行
法
要
偶
数
千
行
を
諦
し
た
。
若
年
よ
り
仁
寿
の
禅
定
寺
に
入
り
、
初

め
智
首
に
随

っ
た
。
大
業
五
年

(六
〇
九
)
維
那
と
な
り
、
寺
務
を
司

っ
た
。

五

『
続
高
僧
伝
』
習
禅
論
に
は
次
の
様
に
い
う
、

-
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・晴

祖

創

業

、

偏
宗

定
門

、
下

詔

述

之

、
具

広

如

伝

。

京

邑

西

南

、

置

禅

定

寺

、

四
海

徴

引

、
・・百

司

供

給

。

来

儀

名

徳

、
.威
悉

暮

年

、
有

㈱

終
世
者
、
無
非
坐
化
。
具
以
聞
奏
、
帝
倍
帰
依
。
二
世
績
暦
、
又
同
置
寺
。
初
錐
詔
募
、
終
雑
講
徒
、
故
無
取
　
。

そ
の
記
録
か
ら
、
大
禅
定
寺
と
瀾
わ
り
の
あ
る
事
が
明
ら
か
な
禅
師
縁
ほ
ぽ
前
節
め
如
く
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
こ
れ
が
実
際

に
大
禅
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定
寺
に
関
与
し
た
人
々
の
全
て
で
は
な
い
。
筆
者
の
検
索
洩
れ
も
あ
り
得
る
し
、
道
宣
の
記
載
が
不
充
分
な
た
め
、

そ
れ
と
確
定
し
得
な

い
者
も

一
、
二
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
更
に
は
当
時
、
禅
定
寺
に
住
し
た
人
々
が
全
て
列
伝
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
こ
と

は
道
宣
自
ら
語
る
如

く

で
あ
る
。
従

っ
て
こ
こ
に
得
ら
れ
た
資
料
は
ご
く
部
分
的
な
も
の
で
し
か
な
い
が
、
そ
れ
で
も
凡
そ
十
五
年
間

に
、
か
く
も
多
く
の
高

僧
名
徳
が

一
堂
に
会
し
た
例
は
他
に
大
興
善
寺
以
外
は
見
当
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
大
興
善
寺
は
大
禅
定
寺
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
そ
れ

故

こ
の
事
件
の
も
つ
思
想
史
的
意
義
は
極
め
て
大
き
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

列
伝
さ
れ
た
諸
禅
師
は
、

『続
高
僧
伝
』
の
分
類
に
従
え
ば
、
義
解
、
習
禅
、
明
律
、
感
通
、
読
諦
、
興
福
に
ま
た
が
り
、
そ
れ
は
そ

れ

で

一
つ
の
目
安
を
与
え
は
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
分
類
が
便
宜
的
な
も
の
に
す
ぎ
ぬ
の
は
自
明
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
先
に
見
た
如
く
教
学

理
解
の
秀
れ
た
実
践
家
で
あ
る
。
道
宣
の
選
択
に
も
抱
ら
ず
、
両
禅
定
寺
の
別
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
が
、
今
そ
れ
ら
の

諸
禅
師
の
特
徴
を
い
く

つ
か
の
傾
向
に
よ

っ
て
分
類
す
れ
ば
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

一
、
晴
朝
の
重
要
な
国
家
事
業
で
あ
る
仁
寿
起
塔
に
関
与
し
た
者
。

が

二
、
大
興
善
寺
の
五
衆
の
衆
主
を
務
め
た
後
、
移
住
し
た
者
。

三
、
諸
学
に
通
暁
し
た
者
。
特
に
摂
論
、
三
論
、
大
論
、
地
論
が
多
く
、
こ
れ
は
先
の
五
衆
と
関
係
す
る
。

四
、
南
地
か
ら
召
さ
れ
た
者
。

五
、
当
初
は
単
に
師
に
随
従
し
た
者
。

こ
う
し
た
修
学
の
経
歴
や
傾
向
を
異
に
す
る
実
践
家
が
、
シ
ナ
全
土
か
ら
参
集
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
当
然
相
互
の
交
流

・
干
渉
が
生
じ

る
。
彼
等
が
日
常
如
何
な
る
営
為
を
行
な

っ
た
か
は
道
宣
の
記
録
の
み
で
は
不
分
明
な
所
が
多
い
が
、
こ
う
し
た
横
断
的
な
関
係
と
そ
の

結
果
が
次
代
の
シ
ナ
仏
教
に
重
要
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
例
え
ば
、
曇
遷
に
次
い
で
禅
定
寺

の
中
心
人
物
と
な

っ

た
保
恭
は
、
そ
の
教
え
を
受
け
た
師
と
し
て
、
三
論
系
統
で
は
僧
詮
-

法
朗
を
次
ぐ
茅
山
大
明
、
同
じ
く
僧
詮
下

の
摂
山
慧
布
が
あ
り
、

慧
布
は
南
岳
慧
思
、
慧
可
と
交
流
が
あ
る
。
従

っ
て
禅
、
天
台
と
も
関
連
す
る
の
で
あ
り
,
天
台
系
統
で
は
別
に
仙

城
慧
命
を
継
ぐ
慧
暁
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を
票
け
て
お
り
、
そ
の
関
係
か
ら
曇
遷
、
慧
因
と
は
兄
弟
弟
子
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
系
統
は
分
明
で
は
な
い
が
、
定
学
に
秀
れ
た
僧
定
、

成
実

の
開
善
徹

『地
持
経
』、
『
十
地
経
』
を
得
意
と
す
る
曇
崇
に
も
師
事
し
て
お
り
、
い
わ
ば
当
時
の
著
名
な
学
風
に
は
全
て
接
触
し
て

い
る
と
い
っ
て
良
い
。
そ
し
て
こ
う
し
た
傾
向
は
多
か
れ
少
な
か
れ
他
の
諸
禅
師
に
も
共
通
し
て
お
り
、
そ
れ
が
更
に
禅
定
寺
で
重
複
し

合
い
、
次
代
に
継
承

・
展
開
さ
れ
る
関
係
に
な
る
。
即
ち
、
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
統

一
国
家
晴
の
中
央
集
権
的
な
力
が
仏
教
諸
派
の
法

系
の
固
定
を
破
り
、
横
断
的
関
係
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
ナ
仏
教
の
展
開
を
促
進
し
た
と
い
え
る
。

『続
高
僧
伝
』
は
そ
の
性
格
上
、
列
伝
さ
れ
た
諸
師
の
教
学
思
想
に
ま
で
立
ち
入
る
事
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
後
の
シ
ナ
仏
教
史

の
宗
派
系
列
に
乗
ら
ぬ
人
々
の
著
作
は
、
ほ
と
ん
ど
残
存
し
て
お
ら
ず
、
縦

っ
て
彼
等
の
具
体
的
な
思
想
を
知
る
手
が
か
り
は
充
分
に
は

与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
少
く
と
も
次
の
こ
と
は
云
え
る
で
あ
ろ
う
、
即
ち
同
時
代
人
で
あ
る
智
頻
や
吉
蔵
に
見
ら
れ
る
博
引
傍

証
振
り
は
彼
等
に
も
共
通
し
て
い
た
、
と
。
そ
し
て
、
達
摩
お
よ
び
慧
可
の
事
歴
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、
初
期
禅
宗
も
完
全
な
都
市
仏
教

で
あ
り
、
ま
た
従

っ
て
教
学
的
側
面
を
濃
厚
に
有
し
て
い
た
こ
と
は
例
え
ば

『
二
入
四
行
論
』
を
は
じ
め
と
す
る
初
期

の
禅
籍
か
ら
も
明

瞭
で
あ
る
。

『
続
高
僧
伝
』
慧
可
伝
や
法
沖
伝
に
多
く
の
弟
子
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
諸
禅
師
も
、
道
宣
の
他
の
例
か
ら
推
し
て
も
、

他
に
立
伝

・
関
説
さ
れ
る
こ
と

一
・
二
に
と
ど
ま
ら
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
れ
ら
の
人
々
の
検
索
と
、
更
に
は
先

に
み
た
大
禅
定
寺

の
諸
禅
師
や

『
二
入
四
行
論
』
長
巻
子
と
の
関
係
を
明
す
た
め
の
、
準
備
作
業
の
役
割
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
長
安
の
繁
栄
も
仏
教
史
か
ら
見
れ
ば
、
部
分
的
な
現
象
に
す
ぎ
ず
、
全
て
の
実
践
家
が
集
結
し
た
訳
で
も
な
い
。
都
市
と
は

無
関
係
に
、
む
し
ろ
そ
れ
を
峻
拒
し
て
隠
棲
し
続
け
た
実
践
家
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
の
ち
の
禅
宗
の
母
胎
は
明
ら

か
に
都
市
で
あ
り
、

初
期
禅
宗
が
理
論
的
色
彩
を
有
し
続
け
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
従

っ
て
都
市
の
動
向
を
知
る
こ
と
は
、
初
期
禅
宗
史
研
究
に
と

っ
て
必

須
の
作
業
な
の
で
あ
る
。
不
充
分
な
論
述
で
し
か
な
い
が
、
前
稿
に
引
き
続
い
て
、
い
く
分
か
の
作
業
の
進
展
が
見
ら
れ
た
と
思
う
の
で

ひ
と
ま
ず
稿
を
と
じ
る
。
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(
註
)

ω

『
魏
書
』
百
十
四
巻
、
釈
老
志
、
百
納
本

二
四
左
。

『
塚
本
善
隆

薯
作
集
』
第

一
巻
、
東
京
、

一
九
七
四
、

二
五

一
頁
。

②

『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
四
、
永
明
寺
章
、
大
正

五

一
巻

一
〇

一
五
中

下
。
入
矢
義
高
訳

『
洛
陽
伽
藍
記
』

中
国
古
典
文
学
大
系

21
、
東
京
、

一
九
七
四
、
八
四
頁
。

③

拙
稿

「初
期

の
習
禅
者
達
」
仏
教
学
第

十
二
号
、
東

京
、

一
九

八

一
、
二
五
頁
以
下
。

『続
高
僧
伝
』
十

六
、
僧
可
伝
に
は
、

天
竺
沙
門
菩
提
達
摩
、
遊
化
嵩
洛
、
可
懐
宝
知
道
、

一
見
悦
之
、

奉
以
為
師
、

…

(
中
略
)
…
達
摩
滅
化
洛
浜
、
可
亦
埋
形
河
涙
。

(
大
正
五
〇
、

五
五

二
上
)

と
あ
り
、
洛
陽
を
離
れ
る
こ
と

は
な
か

っ
た
如
く
で
あ
る
。
こ
こ
に

嵩
洛
と
は
洛
陽

を
指
す
。

ω

『
洛
陽
伽
藍
記
』
序
、
大
正
五

一
巻
九
九
九
上
。
入
矢

訳
三
頁
。

⑤

『
続
高
僧
伝
』
十
六
、
大
正
五
〇
巻
五
五

一
下
、
五
五
二
上
。

⑥

同
右
、

五
五
二
上
、
下
。

⑦

孝
静
帝

は
天
平
元
年

(
五
三
四
)
洛
陽

の
四
十
万
戸
を
ひ
き

い
て

郵

に
移

っ
た
が
、
と
り
あ
え
ず
相
州
を
居
所
と
し
た
。

『
塚
本
善
隆

著
作
集
』
第

一
巻
、
四
七
頁
。

⑧

『
弁
正
論
』
三
、
大
正
五
二
巻
、
五
〇
八
下
。
な
お
、

『
歴
代
三
宝
紀
』
十
ご
、
に
は
、

開
皇

三
年
降
勅
旨
云
、
好
生
悪

殺
王
政
之
本
、
仏
道
垂
教
善
業
可

愚
、
稟
気
含
霊
唯
命
為
重
、
宜
勧
励
天
下
同
心
救
護
、
其
京
城
及

諸
州
官
立
寺
之
所
、
毎
年
正
月
五
月
九
月
、
煩
起

八
日
至
十
五
日
、

当
寺
行
道
、
其
行
道
之
日
、
遠
近
民
庶
、
凡
是
有
生
之
類
、
悉
不

得
殺
。

(
大
正
四
九
、

一
〇
八
上
)

と
あ
る
。

㈲

『
弁
正
論
』

三
、
大

正
五
二
巻
五
〇
九
中
。

⑩

『
塚
本
善
隆
著
作
集
』
第
三
巻
、
東
京
、

一
九
二
五
、

一
三

一
頁

以
下
。

ω

こ
の
時
代
の
渡
来
僧

は

『
続
高
僧

伝
』

に
よ
れ
ば

、
那
連
提
黎
耶

企
円
(
ナ
レ
ー
ソ
ド

ラ
ヤ
シ
ヤ
ス
)
、

閣
那
掘
多

(
ジ

ユ
ニ
ヤ
ー
ナ
グ

ブ

タ
)
、
達
摩
笈
多

(
ダ

ル
マ
グ
プ

タ
)

等
少
数

の
訳
経
僧
を
数
え

る
の
み
で
あ

る
。

(
大
正
五
〇
、
四
三
二
上
～
四
三
六
中
)

働

山
崎
宏

『中
国
仏
教

・
文
化
史

の
研
究
』
京
都
、

一
九

八

一
、

一

一
一
頁
以
下
。

03

『
続
高
僧
伝
』
四
。
玄
婁
伝
に
は
次

の
如
く
い
う
。

大
業
余
暦
、

兵
鱗
交
貿
、
法
食
両
縁
、
投
庇
無
所
。

(大
正
五
〇
、
四
四
六
下
)

⑭

結
城
令
聞

「階
∵

西
京
禅
定
道
場
釈
曇
遷

の
研
究
」
福
井
記
念

・

東
洋
思
想
論
集
、
東
京
、

一
九
六
〇
、
七

〇
八
頁
以
下
。

拙
稿

「初
期

の
習
禅
者
達
」
三
八
頁
以
下
。

⑯

『
続
高
僧
伝
』
十
八
、
大
正
五
〇
巻
五
七
三
下
。

⑯

同
右
。

㈲

『
晴
童
田』

二
、
百
納
本

一
六
オ
。
同
三
六
、
五
ウ
。

03

『
続
高
僧
伝
』
大
正
五
〇
巻
、

五
二
二
中
、
五
二
六
下
、
五
八
二

上
、
五
九

一
中
、
六
七
四
下
。

愈窃

『
釈
氏
稽
古
略
』
二
、
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仁
寿
三
年
、
帝
以
皇
后
崩
、
乃
於
京
邑
西
南
置
禅
定
寺
、
建
塔
七

級
、
勅
有
司
、
迎
遷
禅
師
主
之

、
召
海
内
茗

徳
禅
師

一
首
二
十
人
、

同
居
行
道
。

(
大
正
四
九
、

八
Q
九
下
)

な
お
、

『
仏
祖
統
記
』

三
九
は
、
文
帝
十
四
年

(
五
九
四
)

の
項

に
、

詔
建
禅
定
寺
、
召
曇
遷
法
師
、
集
海
内
名
徳
百

二
十
人
以
居
之
。

(
大
正
四
九
、
三
六
〇
下
)

と
す

る
が
、
他

に
補
強
証
拠
も
な
い
の
で
こ
こ
で
は
と
ら
な

い
。

　⑳

『続
高
僧
伝
細
大
正
五
〇
巻
五
〇
二
中
。

㈱

同
右
、
五

一
八
上
、

五

一
九
下
、
五
ご
○
中
、
六
七
五
上
。

『
弁

正
論
駈
三
、

に
も

「
大
業
元
年
為
文
皇
帝
、
造
西
禅
定
寺

、

(大
正

五
二
、
五
〇
九
中
)
と
あ
り
、

「為
献
皇
后
、
造
東
禅
定
寺
」

(
大

正
五
二
、

五
〇
九
上
)
と
あ
る
。

な
お
、
霊
幹
伝

に
は

大
業
三
年
置

大
禅
定
、
有
勅
摺
為
道
場
上
座
主
。

(
五

一
八
下
)

と
あ

る
。

⑳

『続
高
僧
伝
』

大
正
五
〇
巻
六
三
二
下
。

『法
苑
珠
林
』

一
〇
〇
、
大
正
五
三
巻

一
〇

二
六
中
。

⑳

注
㈱
参
照
。

『続
高
僧
伝
』

大
正
五
〇
巻
五

一
三
上
。

同
右
、
山ハ
九
五
中
。

鋤

同
右
、
五
九
九
中
。

同
右
、
六
八
九
下
。

同
右

、
五
二
七
下
。
六

一
四
下
。

¢o

同
右
、
五
九
〇
下
。

㈱

『
宋
高
僧
伝
』
大
正
五
〇
巻
、

八
三
二
中
、
八
六
二
下
、
八
八
〇

下
。
な

お
、

『
神
僧
債
』
大
正
五
〇
巻
九
九
九
中
参
照
。

㈱

コ
四
陽

雑
姐
脳
今

村
与
志
雄

訳
、
東
洋
文
庫

識
、
東
京
、

一
九
八

〇
、

扁
巻

ユ
六
八
頁
。

鈴

『
宋
高
僧
伝
』
十

六
、
大
正
五
〇
巻
八
〇
七
中
。
な
お

こ
の
記
事

か
ら
、
六
〇
五
年
創
建

の
禅
定
寺
が
総
持
寺
で
あ

る
こ
と
が
類
推
し

得

よ
う
。

山
崎
宏

『晴
唐
仏
教
史
の
研
究
』
京
都
、

一
九

六
七
。

『
続
高
僧
伝
』
大
正
五
〇
巻

五
〇
二
上
中
。

同
右
N

五
〇
二
下
。

同
右
、

四
八
四
上
。

同
右
、

五
七

一
下
。

㈹ ㈲ ㈹ ㈹ ㈲ 鰯 ㈹ ㈲ ㈹ ㈹

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同右
右 右 右 右 右 右 右 右 右

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

 

.
こ
で
は
没
年
を
武
徳
初

(
六

一
八
)
と
す
る
。

八
中
)

㈹

同
右
、

五
〇
四
下
～
五
〇
五
上
。

五
〇
六
中
下
、

五
〇
七
下
～
五
〇
八
上
。

五

二

上
中
。

五

一
二
上
～
下
。

五

=

一下
～
五

一
三
上
。

五
七
九
中
。

五

一
七
中
下
。

五

一
七
下
-
五

一
八
上
。

五
ゐ
八
上
i
下
。
、
『法
苑
珠
林
』

に
も
引
か
れ
る
が
、
そ

(
大
正
五
罠
、
四
〇

五

一
九
上
ー
下
。

『珠
林
』
四
〇

一
下
。
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勧 ㈹ ⑲ ㈱ 勧 餉 ㈹6φ ㈹ 勧 鋤 ㈹

閣 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同
那 右 右 右 右 右 右 右 右 右 右 右

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

五

二
〇
上
中
。

五

ご
○
中
下
。

五

二
一
一上
中
。

五
一・一五
下
ー

五
二
六
上
。

五

二
六
上
中
。

五
二
六
中
下
。

五
二
七
上
ー
五
二
ん
下
。

五
四
〇
上
ー
下
。

五
四
〇
下
ー
五
四

一
中
。

五
四
七
上
中
。

五
七

一
中
-
五
七
四
中
。

堀
多
伝

に
は
、

爾
時
耶
舎

已
亡
、
専
当
元
匠
、
於
大
興
善
、
更
召
婆

羅
門
僧
達
摩

笈
多
、

並
勅
居

士
高
天
奴
高
和
仁
兄
弟
等
、
同
伝
梵
語
、
又
置
十

大
徳
沙
門
、
僧
休

・
法
藁

・
法
経

・
慧
蔵

・
洪
遵

・
慧
遠

・
法
纂

・
僧
暉

・
明
穆

・
曇

遷
等
、
監
掌
翻
事
、
鈴
定
宗
旨
。

(大
正
五

〇
、
四

三
四
上
中
)

と
す

る
。

勧

『広
弘
明
集
』

一
七
、
大
正
五
二
巻

二

一
三
上
、
以
下
。

鰯

『孔
目
章
』
中
に
班
用
さ
れ
る
。

(
大
正
四
五
、

五
八
〇
下
ー

五

八

一
上
)
.
『続
高
僧
伝
』
曇
遷
章

に
は
そ
の
前
半

の

一
部
が
引

か
れ
,

て
い
る

(
大
正
五
〇
、

五
七
三
上
中
)
。
結
城
令
聞
前
掲
書
参
照
。

『続

高
僧
伝
』
大
正
五
σ
巻
、
査
七
五
上
中
。

同
右
、
五
七

山ハ
中
下
っ

.

・
f・

⑯ ㈲ ㈲ ㈲ ⑫ ⑳ σΦ ㊨96$6⇒ ㈹

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

五
七
七
上
中
。

五
八

一
下
-

五
八
二
上
。

五
八
七
上
ー

五
八
八
上
。

五
九
〇
上
i

五
九

一、
中
。
-

五
九

一
中
下
。

五
九
八
下
。

六

=

一上
中
。

六

一
二
下
ー

六

=
二
中
。

六

一
四
上
ー

六

一
五
上
。

六

一
五
上
-

下
。

こ
こ
に
栄
法
師
と
は
曇
栄

(
五
五
四
-

六
三
九
)
ら
し
い
が
、
曇

栄
伝

(
大
正
五
〇
、

五
八
九
上
以
下
)

に
は
該
当
す

る
記
述
は
な
い
。

㈲

『
続
高
僧
伝
』
大
正

五
〇
巻

六

一
八
上
i
下
。

㈲

同
右
、

六
三
二
下
ー

六
三
三
中
。

⑲

『
集
沙
門
不
応
拝
俗
等
事
』

二
、
大
正
五
二
巻
四

五
二
中
。

『続

高
僧
伝
』

で
は
、

「
我
謂
国
内
無
僧
、

今
験

一
人
可
突
。
」

と
あ
り
、

明
謄
を
指
す
。

『続
高
僧
伝
』
大
正
五
〇
巻
六
五
四
上
-

六
五
五
上
。

㈱

同
右
、

六
六
九
上
。

同
右
、

六
七
〇
上
。

同
右
、
六
七
.一
上
中
。

同
右
、
六
七
四
中

下
。

同
右
、
六
七
五
上
。

同
右
、

山ハ
七
山ハ
下
ー

山ハ
七
七
上
。



鋤e◎ ⑳ 幽 ㈲

同 同 同 同 同
右 右 右 右 右

、 、 、 、 、

六
八
七
中
下
。

六
八
八
中
下
。

六
八
九
中
下
。

六
九

五
中
下
。

五
九
七
上
。

山
崎
宏

『
支
那
中
世
仏
教

の
展
開
』
京
都
、

一
九
七

一
、
ご
九
八

頁

以
下
。
平
井
俊
栄

『中
国
般
若

思
想
史
研
究
』
東
京
、

一
九
七
六
、

四
ご
頁
以
下
。
拙
稿

「初
期

の
習
禅
者
達
」
三
八
～

九
頁
。

鮒

柳
田
聖
山

『
ダ

ル
マ
』
人
類
の
知
的
遺
産

16
、
東

京
、

一
九
八

一
.、

に
従
来

の
成
果
が
総
括

さ
れ

て
い
る
。

71初 期の習禅者達


